
重 要 事 項 説 明 書 

（ケアーズ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

 

この「重要事項説明書」は、地域密着型サービスに係る各市町村条例の規定に基づ

き、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス提供の契約締結に際して、ご注

意いただきたいことを説明するものです。 

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 株式会社ケアーズ  

代 表 者 氏 名 代表取締役 根本 光 

本 社 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

埼玉県川口市長蔵２－１－１８ コモ・スクエア A号室 

TEL：０４８－２９１－６６７０ FAX：０４８－２９１－６６７１ 

法人設立年月日 平成２６年１２月２４日 

 

２ 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 ケアーズ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
１１９０２０１１９２ 

事 業 所 所 在 地 埼玉県川口市長蔵２－１－１８ コモ・スクエア A号室 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
川口市 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

株式会社ケアーズが開設するケアーズ 定期巡回・随時対応型訪問介護

看護（以下「事業所」という。）が行う定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及

び管理運営に関する事項を定め、事業所のオペレーター、定期巡回サー

ビスを行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等、又は

計画作成責任者（以下「従業者」という。）が、要介護状態にある利用者

に対し、適正な事業を提供することを目的とする。 

運 営 の 方 針 

事業の提供に当たっては、要介護者状態となった場合においても、その 

利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力 

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随 

時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日 

常生活上の緊急時の対応、その他の安心してその居宅において生活を送 

ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を 

支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとする。 

２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及びい 

きいき支援センター等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連 

携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

 



(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

(4) サービス提供可能な日と時間帯 

サービス提供日 ３６５日 

サービス提供時間 ２４時間 

 

(5) 事業所の職員体制 

管理者 後藤 綾子 

 

職 職 務 内 容 人 員 数 

管理者 

1 事業所の従業者・業務の管理を一元的に行います。 

2 法令等において規定されている指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の実施に関し、従業者に対し遵守すべき事項

において指揮命令を行います。 

常 勤 １名 

（計画作成責

任者と兼務） 

計画作成責任者 

1 適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成します。 

2 利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行

います。 

常 勤 １名 

（管理者と兼

務） 

オペレーター 

1 利用者又はその家族等からの通報に対応します。 

2 計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員

と密接に連携し、利用者の心身の状況等の把握に努めま

す。 

3 利用者又はその家族に対し、相談及び助言を行います。 

4 事業所に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

利用の申込みに係る調整を行います。 

5 訪問介護員等に対する技術的指導等のサービスの内容の

確認を行います。 

常 勤 １名

以上 

（随時訪問・

定期巡回ヘル

パーと兼務） 

定期巡回サー

ビスを行う訪

問介護員等 

定期的な巡回により、排せつの介護、日常生活上の世話等の

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行います。 

常 勤 １名

以上 

非常勤 １名 

以上 

随時訪問サー

ビスを行う訪

問介護員等 

利用者からの通報によりその者の居宅を訪問し、日常生活上

の緊急時の対応等の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供を行います。 

常 勤 １名

以上 

非常勤 １名 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

営 業 日 ３６５日 

営 業 時 間 ２４時間 



３ 提供するサービスの内容及び費用について 

(1) 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護計画の作成 

1 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サー

ビス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具

体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載

した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成します。 

2 利用者に応じて作成した計画について、利用者及びその家族に対

して、その内容について説明し同意を得ます。 

3 計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付します。 

4 作成に当たっては、利用者の状態に応じた多様なサービスの提供

に努め、さらに作成後は実施状況の把握を行い、必要に応じて定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を行います。 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の内容 

1 利用者又はその家族に対する相談、助言等を行います。 

2 利用者からの随時の連絡に対する受付、相談等を行います。 

3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、排せつ介助、

体位交換、移動・移乗介助、その他の必要な介護を行います。 

4 利用者からの随時の連絡に対応した排せつ介助、体位交換、移動・

移乗介助、その他の必要な介護を行います。 

5 主治医の指示による、療養上の世話又は必要な診療の補助等を行

います。 

 

(2) 訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

① 医療行為 

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 利用者の同居家族に対する訪問サービスの提供 

⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えた訪問サービス提供（大掃除、庭掃除など） 

⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑦ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑧ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、迷惑行為 

 
(3) 介護保険給付サービス利用料金 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（連携型）     地域単価：10.70円（5級地） 

要介護度 基本単位 利用料 
利用者負担額 

1割負担 2割負担 3割負担 

要介護１ 5,446 59,362円 5,824円 11,655円 17,482円 

要介護２ 9,720 104,004円 10,401円 20,801円 31,202円 

要介護３ 16,140 172,698円 17,270円 34,540円 51,810円 

要介護４ 20,417 218,461円 21,847円 43,693円 65,539円 

要介護５ 24,692 264,204円 26,421円 52,841円 79,262円 

＊月途中からの利用開始や、月途中での利用中止の場合日割り日額を乗じた利用料となります。 



<<通所サービス利用時の調整（１日につき）>> 

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、又は認知症対応型通所介護を利

用している利用者は、所定単位数から、当該月の通所系サービスの利用日数に以下の単位

数を乗じて得た単位数を減じたものを、当該月の所定単位数とします。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（連携型）         地域単価：10.70円（5級地） 

要介護度 基本単位 利用料 
利用者負担額 

1割負担 2割負担 3割負担 

要介護１ 62 663円 67円 133円 199円 

要介護２ 111 1,187円 119円 238円 357円 

要介護３ 184 1,968円 197円 394円 591円 

要介護４ 233 2,493円 250円 499円 748円 

要介護５ 281 3,006円 301円 602円 902円 

※ 当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当事業所

と同一建物に居住する利用者にサービス提供を行った場合は、１月につき 600 単位（利用

料：6,420円、1割負担：642円、2割負担：1,284円、3割負担：1,926円)が減額となり、

当事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物に居

住する利用者に対して、サービス提供を行った場合は、１月につき 900単位（利用料：9,630

円、1割負担：963円、2割負担：1,926円、3割負担：2,889円)が減額となります。 

※ 連携型以外の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定する場合において、訪問看護サー

ビスを利用しようとする者の主治の医師が、利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪

問看護を行う必要がある旨の特別指示を行った場合、その特別指示又は特別指示書の交付

があった日から 14 日を限度として医療保険の給付対象となるため、当該指示から 14 日間

に限っては「訪問看護サービスを行わない場合」の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を

算定します。 

※ 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、夜間対応型訪問

介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護費は算定しません。 

 

(4) 加算料金                                              地域単価：10.70円（5級地） 

加算 
基本 

単位 
利用料 

利用者負担額 

算定回数等 対象加算 1割負

担 

2割負

担 

3割負

担 

緊急時訪問看護加算 315 3,370円 337円 674円 1,011円 １月につき  

特別管理加算（Ⅰ） 500  5,350円 535円 1,070円 1,605円 １月につき  

特別管理加算（Ⅱ） 250  2,675円 268円 535円 803円 １月につき  

ターミナルケア加算 2,500  26,750円 2,675円 5,350円 8,025円 死亡月に１回  

初期加算 30  321円 33円 65円 97円 １日につき 〇 

退院時共同指導加算 600  6,420円 642円 1,284円 1,926円 

退院又は退所

につき１回（特

別な管理を必要

とする利用者に

ついては２回） 

 

総合マネジメント体制強化加算

(Ⅰ) 
1,200  12,720円 1,272円 2,544円 3,816円 １月につき 〇 

生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100 1,070円 107円 214円 321円 １月につき  



生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200 2,140円 214円 428円 642円 

１月につき(初回

の算定から３月

間) 

 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 90 963円 97円 193円 289円 １月につき  

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 120 1,284円 129円 257円 386円 １月につき  

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ) 
750 8,025円 803円 1,605円 2,408円 

１月につき 

 

サービス提供体制強化加算

(Ⅱ) 
640  6,848円 686円 1,370円 2,055円  

サービス提供体制強化加算

(Ⅲ) 
350  3,745円 375円 749円 1,124円  

口腔連携強化加算 50 535円 54円 107円 161円 
１月につき 

１回限り算定 
 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
所定単位

数の 

245/1000 

左記の単

位数×地

域区分 

左記の 

1割 

左記の 

2割 

左記の 

3割 

基本サービス費

に各種加算減

算を加えた総単

位数 

（所定単位数） 

〇 

 

 

※ 緊急時訪問看護加算は、利用者又は家族等から電話等により看護に関する意見を求めら

れた場合に常時対応でき、計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問を必要に

応じて行う体制にある場合に、算定します。 

※ 特別管理加算は、訪問看護サービスに関し特別な管理を必要とする以下の利用者に対し

て、訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合に算定します。 

特別管理加算（Ⅰ）を算定する場合の利用者について 

医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理

を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態の方。 

特別管理加算（Ⅱ）を算定する場合の利用者について 

・医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅

酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、

在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又

は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態の方 

 ・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態の方 

 ・真皮を超える褥瘡の状態の方 

 ・点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態の方 

※ ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同意

を得て、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働

大臣が定める状態にあるものは 1 日）以上ターミナルケアを行った場合（ターミナルケア

を行った後、24時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。）に算定します。 

その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。 

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハン

チントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、

大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ

3 以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、多系統萎縮症(線条体黒

質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性

硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性

筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼



吸器を使用している状態 

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認

める状態 

※ 初期加算は、当事業所の利用を開始した日から 30日以内の期間について算定します。 

※ 退院時共同指導加算は、入院中又は入所中の者が退院又は退所するにあたり、一体型指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者が退院時共同指導を行った後、初回の

訪問看護サービスを行った場合に算定します。 

※ 総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）は、以下の要件を満たしてる場合に算定します。 

① 個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏 

まえ、介護職員（計画作成責任者）や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見

直しを行っている 

② 地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできる 

サービスの具体的な内容に関する情報提供を行っている 

③ 日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保している 

④ 地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援

を行っている 

⑤ 以下の要件を事業所ごとの特性に応じて１つ以上実施している 

・障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流

を行っている 

・地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施している 

・市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に

参加している 

・地域住民および利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っている 

※ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、利用者の日常生活において介助等を必要とする行為につ

いて、利用者本人が当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、当事業所の

計画作成責任者が、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、リ

ハビリテーションを実施する医療機関の医師等の助言に基づき生活機能の向上を目的と

した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成し、当該計画に基づくサービスを実

施した場合に算定します。 

生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーショ

ン事業所、リハビリテーションを実施する医療機関が利用者の居宅を訪問する際に、当

事業所の計画作成責任者が同行すること等で利用者の状態評価を共同で行い、生活機能

の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成し、当該計画に基づ

くサービスを実施した場合に算定します。 

※ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）は、以下の要件を満たしてる場合に算定します。 

＜認知症専門ケア加算（Ⅰ）＞ 

ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の２分の１以上 

イ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が 

２０人未満の場合は１以上、２０人以上の場合は１に、当該対象者の数が１９を超え 

て１０または端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置 

ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した 



場合 

エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導 

に係る会議を定期的に開催 

＜認知症専門ケア加算（Ⅱ）＞ 

ア 認知症専門ケア加算（Ⅰ）のイ・エの要件を満たすこと 

イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の１００分の２０以上 

ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した 

場合 

エ 認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を 

実施 

オ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施または 

実施を予定 

※ サービス提供体制強化加算は、当事業所が厚生労働大臣が定める基準に適合しているもの

として届け出し、利用者に対して定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合に算定

します。 

※ 口腔連携強化加算は、以下の要件を満たしてる場合に算定します。 

ア 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を 

得て、歯科医療機関および介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場 

合に、１月に１回に限り所定単位数を加算 

イ 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数 

表区分番号 C０００に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医 

師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体 

制を確保し、その旨を文書等で取り決めている 

※ 介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するた

めに賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算です。介護職員等

特定処遇改善加算及び介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。 

※  (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は、全額を

いったんお支払いいただきます。この場合、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付

しますので、｢領収書｣を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費等の支給（利用者

負担額を除く）申請を行ってください。 

(4) その他の費用について 

  以下の金額は利用料の全額が利用者の負担になります。 

サービス提供に当たり必要

となる利用者の居宅で使用

する電気、ガス、水道の費用 

利用者の別途負担となります。 

交通費 

運営規程の定めに基づき、通常の実施地域を越えて行う事業に

要した交通費は、その実施地域を越えた地点から、片道５キロ

メートル未満１００円、片道５キロメートル以上１５０円を徴

収させて頂きます。 

 

 



４ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）その他の費用の請求及び支払い方法に

ついて 

① 利用料、利用者負担額

（介護保険を適用する

場合）、その他の費用の

請求方法等 

ア 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその

他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの

合計金額により請求します。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１３

日までに利用者あてに発行（郵送）します。  

② 利用料、利用者負担額

（介護保険を適用する

場合）、その他の費用の

支払い方法等 

ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者

控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のい

ずれかの方法によりお支払い下さい。 

(ア)事業者指定口座への振り込み 

(イ)利用者指定口座からの自動振替 

(ウ)現金支払い 

イ 支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、

領収書をお渡ししますので、必ず保管してください。（医療

費控除の還付請求の際に必要となることがあります。） 

※利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、正

当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督促から

14 日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支

払いいただくことがあります。 

※その他の費用について、交通費等の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族

に対し、利用料とその他の利用料（個別の費用ごとに区分したもの）について記載した領収

書を交付します。 

 

５ サービスの提供にあたって 

（1） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介

護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所

などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請

が行われるよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要介護認定の更

新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30日前には

なされるよう、必要な援助を行います。 

（3） 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明いたします。

その内容及び支払いに同意される場合は、同意する旨の文書に署名（記名押印）いただき

ます。 

（4） サービス提供は「定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画｣に基づいて行います。なお、

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化

により、必要に応じて変更します。 

（5） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令

は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向

に充分な配慮を行います。 



 

６ 衛生管理等 

(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を

行います。 

(2)事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。 

(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね

６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

 ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

７ 緊急時の対応方法について 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合そ

の他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じ

るとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、主治医への連絡が困難

な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じます。 

 

８ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合

は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じます。 

事故の状況及び事故に際して採った処置・経過を記録し、原因の分析、再発防止のための

取り組みを行います。 

また、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

 

 

 

【協力医療機関】 

（協力医療機関一覧） 

医療機関名 

所 在 地 

電 話 番 号 

ﾌｧｯｸｽ番号 

受付時間 

診療科 

【主治医】 

医療機関名 

氏    名 

電 話 番 号 

【家族等緊急連絡先】 

氏  名             続柄 

住  所 

電 話 番 号 

携 帯 電 話 

勤 務 先 



なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 損害保険ジャパン株式会社 

保険名 ウォームハート 

補償の概要 
弊社スタッフが原因で生じる損害補償事案の全般に適用されます。 

＊詳細は弊社管理者にお問い合わせください。 

 

９ サービス提供に関する相談、苦情について 

(1) 苦情処理の体制及び手順 

 提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者及びその家族からの相談及

び苦情を受け付けるための窓口を設置します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

(2) 苦情申立の窓口 

【事業者の窓口】 

（ケアーズ 定期巡回・随時対応型訪問

介護看護/管理者 曽合 きよ子） 

所 在 地 埼玉県川口市長蔵２－１－１８ 

     コモ・スクエア A号室 

TEL ０４８－２９１－６６７０ 

FAX ０４８－２９１－６６７１ 

受付時間 午前９時～午後６時（月曜～日曜） 

【公的団体の窓口】 

埼玉県国民健康保険団体連合会 

所 在 地 埼玉県さいたま市中央区大字下落合

1704番（国保会館） 

電話番号 ０４８－８２４－２５６８ 

     （介護福祉課苦情対応係） 

受付時間 9:00～17:00（土日祝は休み） 

 

【市町村（保険者）の窓口】 

川口市介護保険課 電話 048-258-1110 

 

１０ 虐待防止の取り組みについて 

   虐待は、高齢者の尊厳保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼすため、事業所は虐待防

止のために必要な措置を講じます。 

   ・虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について 

事業所内で周知徹底 

   ・虐待防止の為の指針の整備 

   ・虐待防止の為の研修会を定期的に実施 

   ・虐待防止責任者の設置 

      ■虐待防止担当者 訪問介護 管理者 後藤 綾子 

    ■虐待防止責任者 法人本部 代表  根本 光 

 

１１ 感染症の予防及びまん延防止の取り組み  

   事業所は感染症の発生と、まん延を防止するために必要な措置を講じます。 

   ・感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６カ月に

１回以上開催し、その結果について事業所内で周知徹底 

   ・感染症及びまん延の防止のための指針の整備 

   ・感染症及びまん延の防止のための研修会及び訓練を定期的に実施 

 



１２ 身体拘束等の適正化について 

当事業所は、ご利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体拘束その他、行動の制限を行いません。 

前述の身体拘束等を行う場合は、次の手続き により行います。 

（１）身体拘束廃止委員会を設置します。 

（２）「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録します。 

（３）当該利用者又はご家族に説明しその他の方法がなかったか改善方法を検討しま

す。 

 

１３ 業務継続計画の策定 

   感染症や非常災害の発生でもご利用者への居宅介護を継続的に実施するためと、非常

時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講じます。 

   ・事業所内で業務継続計画を周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施 

   ・定期的に業務継続計画の見直しと変更 

 

１４ サービスの第三者評価の実施状況について 

   実施の有無 有 ・ 無 

 

【実施の有無】  

【実施した直近の年月日】  

【第三者評価機関名】  

【評価結果の開示状況】  

 

１５ 身分証携行義務 

  訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示

を求められたときは、いつでも身分証を提示します。 

 

１６ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する秘

密の保持について 

ア 事業者は、利用者又はその家族の個人情報につい

て「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が策定した「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、

適切な取り扱いに努めるものとします。 

イ 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」

という。）は、サービス提供をする上で知り得た

利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第

三者に漏らしません。 

ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供

契約が終了した後においても継続します。 

エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を保持させるため、従業者である



期間及び従業者でなくなった後においても、その

秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の

内容とします。  

② 個人情報の保護について 

ア 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いません。また、利用者の家族の個人

情報についても、予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情

報を用いません。 

イ 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報

が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記

録を含む。）については、善良な管理者の注意を

もって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩

を防止するものとします。 

ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求め

に応じてその内容を開示することとし、開示の結

果、情報の訂正、追加または削除を求められた場

合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必

要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示

に際して複写料などが必要な場合は利用者の負

担となります。）  
 

１７ 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法について 

 (1)利用者から合鍵を預かる必要のある場合は、書面によりその取扱い方法について説明し

た上で、合鍵を預かることに同意する旨の文書に署名（記名押印）を得ます。 

 (2)預かった合鍵については、使用時以外は施錠された保管庫に保管します。 

 (3)合鍵を紛失した場合は、速やかに利用者へ連絡を行うとともに、警察への届出等必要な措

置を行います。 

 

１８ 心身の状況の把握 

  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責任者による利用

者の面接によるほか、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利

用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めるものとします。 

 

１９ 居宅介護事業者との連携 

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健

医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

② サービス提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うととも

に、居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保険医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努めるものとします。 

 

２０ 地域との連携について 

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地

域住民の代表者、地域の医療関係者、地域包括支援センターの職員等により構成される協



議会（以下、「介護・医療連携推進会議」といいます。）を設置し、概ね６月に１回以上、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議の評

価を受けます。 

② 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、①の評価、要望、助言等についての記

録を作成し、当該記録を公表します。 

 

２１ サービス提供の記録 

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこと

とし、その記録はそのサービスを提供した日から５年間保存します。 

② 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求

することができます。 

 

 

 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日 

 

上記内容について、地域密着型サービスに係る各市町村条例の規定に基づき、利用者に説明

を行いました。 

事

業

者 

所 在 地 埼玉県川口市長蔵２－１－１８ コモ・スクエアＡ号室 

法 人 名 株式会社ケアーズ 

代 表 者 名 代表取締役 根本 光 印 

事 業 所 名 ケアーズ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

説明者氏名 根本 光 

 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受

けました。 

利用者 
住 所 

 

氏 名                       印 

 

代理人 
住 所 

 

氏 名                       印 

 


